
枚方市地域福祉計画（第５期）
概要版（案）

みんながいつまでも安心して地域で暮らせるように…
支え合える地域を創る

基本理念

地域福祉計画とは

計画期間

令和７年度(2025年度)～令和11年度（2029年度） ５年間

地域福祉の推進のため地域組織や福祉事業者等と連携し、保健・医
療・福祉・教育とのサービスや住環境などの基盤整備を推進するため、
行政が住民の立場に立ち、総合的、計画的、横断的に推進する計画で
す。

地域共生社会の実現をめざして

地域共生社会とは、制度・分野の「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え、地域住民や地域
の多様な主体がつながり、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創る社会のことです。
地域福祉計画は、地域共生社会の実現を目標としています。

計画の位置づけ

地域福祉計画は、地域福祉に関わ
る分野別、対象者別の福祉計画の上
位計画と位置付けられています。
また、本計画には、「重層的支援体
制整備事業実施計画」「成年後見制
度利用促進基本計画」「地方再犯防
止推進計画」を包含し、一体的に地
域共生社会の実現をめざします。

計画推進と進行管理

本計画の推進は、地域福祉に関わる多様な主体と連携・協力し、
基本理念の実現に向けた計画の推進を図ります。
また、計画の進行管理については、枚方市地域福祉計画推進委員
会にて実施し、社会福祉審議会地域福祉専門分科会にて、進行管理
の内容等の審議を行います。

資料２－２

第１章 地域福祉計画の策定について



枚方市における現状と課題

本計画では、第４期地域福祉計画の基本理念
『みんながいつまでも安心して地域で暮らせる
ように…支え合える地域を創る』を引き継ぎつ
つ、新型コロナウイルス感染症により希薄化し
た人と人、人と地域のつながりを再び強く結
びつけ、顔の見える関係性を構築し、困ってい
ることは個人の問題ではなく、地域の課題とし
て解決し、誰もが取り残されることなく支え合
い、誰もが安心して暮らせるよう取組を実践し
ます。
右記載のイメージ図の通り、「いつまでも安
心した暮らせる地域」「住民一人ひとりが活躍
できる地域」「個人を尊重し合える地域」となる
よう社会福祉施設等の地域のあらゆる資源と
協力しながら取組を実施します。

「枚方市地域福祉計画（第４期）」及び「枚方市成年後見制度利用促進基本計画」の総括、市民意識
調査の結果から現在の枚方市の取組や地域福祉活動の状況、課題点を検証しました。

基本理念と実現に向けた考え方

第２章 計画の基本理念と考え方



具体的な取組
基本理念の実現に向けて、以下の具体的な取組を実施します。

基本方向１ 誰もが暮らしやすい地域づくり

施策目標１ 包括的な相談支援体制の充実

「8050問題」「ダブルケア」など複雑・複合化した生活課題に対し、相談窓口の充実や連携を行
い、「困ったときは、いつでも相談ができる地域」となるよう取組を行います。

施策目標２ 権利擁護のさらなる推進

虐待防止に向けた周知・支援や、必要とする方が成年後見
制度の利用につながるよう支援ネットワークを構築する他、

個人の意思決定支援に基づく権利擁護の取組を推進します。

□ ワンストップで受け止める“健康福祉なんでも相談”の周知
□ CSW（コミュニティソーシャルワーカー）等によるアウトリーチ
支援体制強化

□ 複雑化・複合化した課題に対応できる多機関協働による
支援ネットワークの充実

□ 社会とのつながりを作る参加支援の仕組みづくり

□ 虐待等に対する権利擁護のための制度の周知と連携支援
□ 個人の意思を尊重した活動の推進
□ 成年後見制度の認知度・理解度向上と適切な制度利用促進
□ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化
□ 成年後見制度の担い手確保と育成・支援
□ 身寄りのない高齢者に対する新たな権利擁護支援制度の構築

基本方向２ 誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり

施策目標１ 地域で活躍する人が増える環境づくり

地域活動の担い手となる人と活動を結びつけるコーディネート
機能を充実させ、誰もが参加できる地域の居場所を構築します。

施策目標２ 災害時に助け合える取組の強化

災害時要配慮者の安全の確保に向け、地域との連携を深め、支援体制の強化を図ります。

□ 世代や属性を超えた地域の居場所づくりの充実
□ 地域活動への参加のきっかけづくり
□ CSWによる地域活動のコーディネート機能強化
□ 地域活動を進め、支えるボランティアの育成・支援

□ 「避難行動要支援者名簿」の更新・配布
□ 「避難行動要支援者名簿」を活用した有効的な避難支援や

安否確認の手法の検討・整理
□ 「個別避難計画」作成の推進
□ 要配慮者の避難環境の整備
□ 地域の防災訓練への積極的な参加の呼びかけ
□ 企業や団体と連携した災害ボランティアセンターの運営

第３章 基本理念の実現に向けた取組



施策目標３ 地域活動拠点への支援

活動の「場」が確保されるよう、市有施設の活用や福祉事業者等
と連携した拠点支援に取り組みます。

□ 地域の活動拠点の整備等への助成
□ 市内施設の活用
□ 事業者との連携による地域福祉活動の支援

基本方向３ 誰もが支え合い尊重し合える意識づくり

施策目標１ 福祉意識の向上

すべての人の人権が尊重されるよう福祉意識を持ち、理解を深める啓発等を行います。

施策目標２ 福祉や地域に関する学びの推進

子ども・若者の学校教育における福祉や家族
等の学びの他、地域活動で地域の人々の交流
による、福祉の学びを全世代で推進します。

□ 福祉や人権に関する理解促進に向けた啓発・情報発信
□ 事業者等による地域貢献活動の充実
□ 市民に向けた福祉講座の充実
□ 就労・住居の確保や適切な保健医療・福祉サービスの利用
に向けた支援

□ 保護司等の再犯防止への取組の支援
□ 社会を明るくする運動の推進と地域の理解促進
□ 再犯防止連絡会の立ち上げの検討

□ 福祉施設や交流の場での福祉の学びの推進
□ 学校や地域における福祉の学びの推進

枚方市地域福祉計画（第５期）の閲覧については、枚方市ホームペー
ジもしくは、右記のQRコードから閲覧が可能です。

令和７年（2024年）３月
枚方市 健康福祉部 健康福祉政策課
所在地：枚方市大垣内町２丁目１番20号

電話：072-841-1369 FAX：072-841-2470


